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中小事業者の特例計算（簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例）
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Q1
簡易課税制度選
択届出書の提出
期限（その1）
平 成28年改正法
附則40①

Q2
簡易課税制度選
択届出書の提出
期限（その2）
平 成28年改正法
附則40①

　「簡易課税制度選択届出書」は原則として事前
提出が義務付けられています。ただし、仕入れ
を税率ごとに区分することが困難な事業者に配
慮して、「簡易課税制度選択届出書」の提出期限
に関する経過措置が設けられています。
　今回は、この「簡易課税制度選択届出書」の
提出期限に関する経過措置を確認していきます。

Q 1 簡易課税制度選択届出書の
提出期限（その1）

　私は雑貨品の販売業を営む個人事業者です。
平成29年中の課税売上高が1,000万円を超
えたため、令和元年から消費税の課税事業者と
なりましたが、令和元年中に「簡易課税制度選
択届出書」を提出しなかったため、令和元年分
の消費税の申告は本則課税によることとなりま
す。
　「簡易課税制度選択届出書」は適用を受けよう
とする年の前年中に提出する必要があるとのこ
となので、私は令和2年分についても本則課税
により申告することになるのでしょうか。また、
令和2年中に「簡易課税制度選択届出書」を提
出すれば、令和3年分から簡易課税により申告
することができることになりますか。

answer 1
　「簡易課税制度選択届出書」は、原則として
事前提出が義務付けられています。ただし、仕
入れを税率ごとに区分することが困難な事業
者に配慮して、「簡易課税制度選択届出書」の
提出期限に関する経過措置が設けられていま
す。
　具体的には、次の①と②のいずれの要件も
満たすような場合について、届出書の提出日
の属する課税期間から簡易課税制度の適用を
受けることができます。

① 　基準期間における課税売上高が5,000万
円以下の事業者で、仕入れを税率ごとに区
分することにつき困難な事情がある場合
② 　「令和元年10月１日から令和２年９月30

日まで」の日の属する課税期間の末日まで
に、「簡易課税制度選択届出書」を納税地を
所轄する税務署長に提出した場合
　あなたの場合には、令和２年課税期間（令
和２年１月１日～令和２年12月31日）が『「令
和元年10月１日から令和２年９月30日まで」
の日の属する課税期間』に該当しますので、令
和２年12月31日までに「簡易課税制度選択届
出書」を提出することにより、令和２年課税
期間から簡易課税により計算することができ
ます（平成28年改正法附則40①）。

Q 2 簡易課税制度選択届出書の
提出期限（その2）

　Q1に関連して質問します。「簡易課税制度選
択届出書」の提出期限は令和2年12月31日で
はなく、令和2年9月30日の間違いではない
ですか。

answer 2
　『「令和元年10月１日から令和２年９月30

日まで」の日の属する課税期間の末日まで』
という改正法の表現は、「令和元年10月１日
～令和２年９月30日」に重なる課税期間であ
れば、期末までの届出書の提出を認めるとい
う意味です。よって、「簡易課税制度選択届出
書」の提出期限は、令和２年９月30日ではな
く、令和２年12月31日になります。
　次頁〔図表1〕に、経過措置による届出書の
提出期限をケース別に整理しました。あなた
のケースは①になりますのでご確認ください。


